
 

 

議案第 ２ 号 

 

 

伊賀南部環境衛生組合議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に 

関する条例の制定について 

 

 

 

 伊賀南部環境衛生組合議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する 

条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

   平成２５年２月１５日 提出   

  

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克 

 
 

理由 

地方自治法の一部改正に伴い、本会議において公聴会の開催、参考人の招致をす

ることができることとされたため、その参加者等の実費弁償について必要な事項を

定めようとする。これが、この議案を提出する理由である。 
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   伊賀南部環境衛生組合議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０７条及びその他の法

令の規定により、議会等の要求に応じ出頭し、又は参加した者の実費弁償に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （実費弁償） 

第２条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額及び支給方法は、選挙管理委員会及び議

会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例（昭和３１年名張市条例第１８

号）を準用する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


